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づくり
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創造

誰もが働きやすい労働環境の整備

１ 女性活躍・男性の育児休業等の促進

２ 総合的なハラスメント対策の推進

３ 中小企業・小規模事業者への働き方改革支援

４ 柔軟な働き方がしやすい労働環境の整備

～誰もが安心して働くことが
できる茨城を目指して～

１ 人材不足分野等への円滑な労働移動の推進

２ 継続的なキャリアサポート・就職支援の推進

３ 障害者の就労促進

４ 多様な人材の活躍促進



第１章 令和５年度の重点施策

１．賃金の引き上げに向けた支援の推進等

現状

働き方改革の推進と多様な働き方の実現等

●物価上昇に負けない継続的な賃上げの促進や生産性向上

等と一体的に行う賃金引上げとともに、非正規雇用労働者の

処遇の根本的改善を図るため同一労働同一賃金の遵守を一

層徹底するなど、中小企業・小規模事業者への支援強化が

求められています。

●生産性を高めながら賃金引上げ等に取り組む中小企業・

小規模事業者に対する支援策として、各種助成金の活用が

図られるよう、制度内容はもとより活用事例の周知も重要に

なっています。

●より高い賃金で新たに人を雇い入れる事業所への支援な

をはじめ、人材の活性化を通じた賃金上昇の好循環の実現

を目指した取組を進めることが重要となっています。

●賃金の状況は、事業所規模５人以上では、全国平均の

現金給与総額は319,461円（対前年比0.3%増）、茨城県は

3,190円上回り322,651円（対前年比0.7%増）となりました。事

業所規模30人以上では、全国平均の現金給与額は

368,493円（対前年比1.0%増）、茨城県は11,273円下回り

357,220円（対前年比0.2%減）となりました。

●最低賃金については、「経済財政運営と改革の基本方

針2022」（令和４年６月７日閣議決定）」において、できる限

り早期に全国加重平均1,000円とすることを目指すとされて

いる中、茨城県の最低賃金は、令和４年10月１日から時間

額911円となりました。

●最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事

業者の生産性向上が不可欠であることから、業務改善助

成金や働き方改革推進支援助成金の拡充・支給により、業

務改善や生産性向上により賃金引上げに取り組む事業主

を支援しています。

取組

1

課題

●労働基準監督署（以下「監督署」という。）による定期監督等にお

いて、事業場の業種、職種等に合わせた賃金額がわかる資料の提

供や賃金引上げに関する企業の好取組事例などを掲載した特設

ページを周知し、賃金引上げに向けた検討の働きかけを行うととも

に、賃金引上げの支援策等を紹介するなど、事業主が賃金引上げ

に向けた情報を得られるよう支援を行います。

●同一企業内における正規と非正規との不合理な待遇差を禁止す

る同一労働同一賃金の施行について、雇用環境・均等室や需給調

整事業室が監督署と連携して、報告徴収等を行うなどパート・有期

雇用労働法等に基づく指導の実効性を強化します。

●有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる

非正規雇用労働者の処遇改善の取組を実施した事業主に対する

キャリアアップ助成金の活用や、中小企業・小規模事業者の生産

性向上を支援し事業場内で最も低い賃金の引上げのための業務

改善助成金の活用など、待遇改善の支援等を行います。また、茨

城労働局助成金事務センターにおける事務処理の一元化により迅

速かつ適正な支給処理に努めます。

●働き方改革推進支援センターでは、ワンストップ相談窓口を設置

し、オンラインセミナーや電話・訪問による個別支援など、生産性向

上や非正規雇用労働者の待遇改善等に取り組む事業者に対して、

助成金の活用等を含めたきめ細かな支援を行います。

●労働移動の円滑化を図るためには、賃金上昇が重要であること

から、賃金上昇に伴う上乗せ助成等の対象となる➀労働移動支援

助成金（早期雇入れ支援コース）、➁中途採用等支援助成金（中途

採用拡大コース）、③特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人

材確保・育成コース）について、多くの事業所に活用いただくために、

事業所と接触するあらゆる機会を通じて周知に努めます。

厚生労働省の賃金引き上
げ特設ページをご確認くだ
さい。

業務改善助成金の詳細につい
ては厚生労働省ホームページ
をご確認ください。

申請
年度

業務改善
助成金

働き方改
革推進支
援助成金

Ｒ２ 14 225

Ｒ３ 100 118

Ｒ４ 124 140

各助成金における年度毎の申請件数

（R4年度はR５．１月末現在）



54

取組
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●茨城県との共催による茨城県地域職業能力開発促進協議

会において、①地域の人材ニーズを踏まえた訓練コースの設

定、②訓練修了者や訓練修了者を採用した企業等のヒアリン

グによる訓練効果・検証を行い、地域ニーズに対応した訓練

コースの設定等を促進します。特に、令和５年度においては、

個別の訓練コースについて、訓練効果の把握・検証を新たに実

施します。

●企業のデジタル化の進展により需要が高まるデジタル分野、

人手不足である介護・福祉分野について、それに対応した人材

を育成するため、それらの分野に係る公的職業訓練の受講を

推奨し、受講につなげ、訓練開始前から訓練終了後までのき

め細やかな個別・伴走型支援により、訓練効果が裏付けされた

再就職の実現を図ります。

●キャリア形成や学び直しの必要性を感じている労働者等を

支援するため、 ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティン

グや訓練情報等の提供を行う「キャリア形成・学び直し支援セ

ンター」の利用勧奨に取り組みます。

●産官学からなる茨城県設置の茨城県リスキリング推進協議

会と連携して、本県産業で求められるスキルの習得の推進に

取り組みます。

●「人への投資」を促進するために、人材開発支援助成金の特

に令和４年度に新設した６コースの助成金について、より多くの

事業所での活用促進に取り組みます。

●雇用保険を受給できない方や非正規雇用労働者等を支援す

るため、一定の要件を満たせば月10万円の給付金が支給され

る求職者支援制度の積極的な周知・広報を行い、安定した職

業への再就職や転職を促進するとともに、自らのスキルアップ

に必要な技能及び知識を習得するための取り組みを行います。

人材の育成・活性化の推進２．

●ハローワークを通じて地域の求人・求職状況を踏まえた職業訓

練ニーズを把握し、茨城県における公的職業訓練の総合的な計

画を策定したうえで、訓練実施機関である茨城県及び独立行政

法人高齢・障害・求職者支援機構茨城支部において離職者向け

及び在職者向けの訓練を実施しています。

●企業のデジタル化の進展に必要なデジタル人材の確保は、

様々な現場における生産性の向上につなげていくためにも幅広

い業種で重要となっています。 また、産業構造の変化によってデ

ジタル人材の需要は高まる一方ですが、その人材は不足してお

り、デジタル人材育成を推進していく必要があります。

●急速かつ広範な経済・社会環境の変化に対応した学び・学び

直しができるよう、生産性向上人材育成支援センター（ポリテクセ

ンター茨城内に設置）が行う在職者向け職業訓練について、多く

の在職者が受講できるよう周知しています。

●人への投資パッケージの一つとして、令和４年度から国民の皆

さまの提案をもとに人材開発支援助成金が拡充され、「人への投

資促進コース」が新設されたほか、活用促進の観点から提出書

類の見直しや助成額等の要件変更が行われました。

※ 「ハロートレーニングー急が

ば学べー」は公的職業訓練の

愛称で、「ハロトレくん」はそのロ

ゴマークです

現状

課題

●リスキリングやリカレント教育などへの関心が高まっており、新

たなスキルを習得することによるキャリアアップ、生産性向上等

に資する労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを推進する必

要があります。

●デジタルなどの成長分野や人手不足分野への再就職支援など、

時代に応じた技術革新と産業界のニーズに合った能力開発を講

じることにより、円滑な労働移動を実現する必要があります。

●「人への投資」によって経済成長を図る観点から、OJT、OFF-

JTを中心とした既存の訓練コースに、デジタル人材の育成やサブ

スクリプション型等様々な訓練コースを助成対象に加えることや、

既存の業務に関する訓練だけでなく、新規事業を展開する事業

所の労働者に対し新たに必要となる知識や技能を習得させるた

めの訓練も助成対象とすることにより、多様なスキルを有する人

材の育成と事業所内での労働移動を円滑化することが重要と考

えます。



第２章 令和５年度の主要施策

安全で健康に働くことができる環境づくり
～労働基準担当部署・労働基準監督署の取組～

労働条件の確保・改善対策

長時間労働の是正に向けた監督指導等

１． 長時間労働の抑制に向けた監督指導等

長時間労働の抑制に向けた監督指導等

●監督署の「労働時間相談・支援班」による、説明会の開催や
中小規模の事業場への個別訪問により、改正労働基準法等
の周知を中心としたきめ細やかな相談・支援等を行います。

●長時間労働の抑制と過重労働による健康障害の防止のた
め、長時間労働が疑われる事業場及び過労死等に係る労災
請求が行われた事業場に対して監督指導を行います。

●新型コロナウイルス感染症の影響による大量整理解雇等に
関する情報収集・情報共有に努め、関係部署と連携を図り、適
切な労務管理がなされるよう啓発指導を実施します。

●労働時間適正把握ガイドラインの周知を徹底し、監督指導に
おいて同ガイドラインに基づいて労働時間管理が行われている
か確認し、賃金不払残業が認められた場合にはその是正を指
導します。

●茨城県では技能実習生等の外国人労働者が多いことから、
労働相談体制の整備を図り、外国人労働者の労働条件確保対
策を推進します。また、関係機関とも連携し、労働基準関係法
令違反の疑いがある事業場に対して重点的に監督指導を実施
し、重大・悪質な労働基準関係法令違反事案に対しては、司法
処分を含め厳正に対処します。

●自動車運転者等の労働条件確保対策を推進するため、労働
基準関係法令の周知を図るとともに、関係機関とも連携し、違
法な長時間労働が疑われる事業場に対し的確に監督指導を実
施します。

２． 労働者が安全で健康に働くことができる環境
の整備（新14次防の策定・実施）

資料出所：毎月勤労統計調査地方調査年報（事業所規模30名以上の事業所）
（令和３年の数値は速報値）
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事業者の自発的に安全衛生に取り組むための周知啓発等

●事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むため、様々な機
会を通じて、安全衛生対策に取り組む必要性や意義等について、
安全衛生対策に取り組むことが、事業者にとって経営や人材確
保・育成の観点からもプラスとなることを含め、積極的に周知啓
発を図ります。

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

●小売業や介護施設を中心に増加傾向にある「転倒」及び腰痛
等の「動作の反動・無理な動作」など、職場における労働者の作
業行動を起因とする労働災害（行動災害）への対策については、
管内のリーディングカンパニー等を構成員とする協議会の設置・
運営、企業における自主的な安全衛生活動の導入を支援する取
組等により、管内全体の安全衛生に対する機運醸成を図ります。

高齢労働者、外国人労働者等の労働災害
防止対策の推進

●高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向
けた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エ
イジフレンドリーガイドライン）及び中小企業による高年齢労働者
の安全・健康確保措置を支援するための補助金（エイジフレンド
リー補助金）の周知を図ります。

●外国人労働者が容易に理解できる労働安全衛生に関する視
聴覚教材等の周知等効果的な安全衛生教育の実施を促進する
ことにより、外国人労働者の労働災害防止対策を推進します。

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業種への支援

●茨城県医療勤務環境改善支援センターなどと連携し、医療
機関への適切な支援を行うとともに、宿日直許可申請等に関
する医療機関からの相談に対し、懇切丁寧な説明を行います。

●自動車運送業については、令和４年12月に改正された改善
基準告示（令和６年４月から適用）を説明会等で丁寧に周知し
ていくとともに、トラック運送業の発・着荷主等に対しては、長時
間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること等につ
いての配慮を「要請」をするなどの取組を実施します。



●令和４年２月及び５月に公布された新たな
化学物質規制等に係る労働安全衛生関係法
令について、その円滑な実施のため引き続き
周知を図ります。
●溶接ヒュームのばく露防止対策をはじめと
する改正特化則の周知指導を行うとともに、
フィットテストの円滑な施行に向けた支援等を
行います。
●改正石綿則に基づき、解体工事業者への
建築物石綿含有建材調査者講習の受講、工
事開始前の事前調査結果等の報告や石綿ば
く露防止措置の徹底について指導するととも
に、工事の発注者への制度の周知を図ります。

●改定された最低賃金額については、使用者団体、労働者団体
及び地方公共団体等の協力を得て、使用者・労働者等に周知徹
底を図るとともに、業務改善助成金等の中小企業最低賃金引上
げ支援対策補助金についてあわせて周知を行い、一層の活用を
図ります。また、最低賃金の履行確保上問題があると考えられる
事業場に対して監督指導等を行います。
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職場における感染防止対策

４． 職場における感染防止対策等の推進

迅速かつ公正な労災保険の給付

●脳・心臓疾患事案及び精神障害事案については、最新の認定
基準を踏まえ、迅速かつ的確な調査及び決定を行います。

●石綿関連疾患に係る労災補償について、引き続きがん診療連
携拠点病院等で問診の際に石綿ばく露チェック表の活用や労災
請求の勧奨を依頼するなどの周知の徹底を図ります。

●新型コロナウイルス感染症に関する被災労働者等からの労災
請求に対し、迅速かつ公正な事務処理を行います。

●最低賃金・賃金支払をはじめとした基本的な労働条件の履行
確保を図るため、監督署の定期監督等において、賃金引上げの
意向や労働条件の改善状況を確認します。

●監督指導を実施した際に、賃金引上げの阻害要因として「買い
たたき」等が疑われる事案については、公正取引委員会や中小
企業庁、国土交通省に情報提供や通報をする等関係省庁と連
携を図りその防止に努めます。

最低賃金・賃金支払いの徹底と賃金引上げに向けた環境整備等

３． 最低賃金制度の適切な運営

最低賃金審議会の円滑な運営

最低賃金額等の周知・広報の徹底

●経済動向、地域の実情（新型コロナウイルス感染症による影響
を含む。）及びこれまでの地方最低賃金審議会の審議状況などを
踏まえ、充実した審議が尽くせるよう地方最低賃金審議会の円滑
な運営を図ります。

最低賃金額の詳細については、ホームページに掲載
しておりますので、ご確認をお願いします。

●長時間労働者に対する医師の面接指導やストレスチェック
制度などの取組が適切に実施されるよう、指導等を行います。

●中小規模事業者の産業保健活動を支援するため、産業保
健総合支援センターが行う研修のほか、地域産業保健センタ
ーによる小規模事業場への医師等の訪問支援、産業保健活
動推進助成金等について周知します。

新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底

個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

労働者の健康確保対策の推進

●令和３年５月の最高裁判決を踏まえ、請負人や同じ場所で
作業を行う労働者以外の者に対しても、労働者と同等の保護
措置を講じることを事業者に義務付ける改正省令が令和５年
４月より施行されることから、事業場に対して指導、周知・啓発
を図ります。

●「取組の５つのポイント」や
「職場における新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト」等を活用
した職場における感染防止対
策について、取組を推進します。

●製造業については、機械災害の
防止のため、「危険性又は有害性等
の調査等に関する指針」及び「機械
の包括的な安全基準に関する指針」
に基づき、製造時及び使用時のリス
クアセスメント、残留リスクの情報提
供の確実な実施を促進します。

●陸上貨物運送事業については、貨物自動車における荷役
作業での労働災害を防止するため、昇降設備の設置、保護
帽の着用義務の拡大などの改正労働安全衛生規則等につい
て周知を図ります。また、荷主等も含め、「陸上貨物運送事業
における荷役作業の安全対策ガイドライン」の周知を行い取
組の促進を図ります。

●建設業については、墜落・転落災害防止対策の充実強化
のため、労働安全衛生規則や関係ガイドラインの改正等につ
いて周知を図るとともに、引き続き建設工事における労働災
害防止対策の促進を図ります。

業種別の労働災害防止対策の推進



令和５年度の主要施策

安心して挑戦できる労働市場の創造
～職業安定担当部署・ハローワークの取組～

●不安定な就労状態にある方一人ひとりが置かれている複

雑な課題・状況を踏まえ、ハローワークのミドル世代支援コー

ナー（就職氷河期世代専用窓口）において、専門担当者によ

るチームを結成し、個別の支援計画に基づき、キャリアコンサ

ルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策への

あっせん、求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職

後の定着支援などを計画的かつ総合的に実施します。

●官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取り組む「茨城

就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」において、支援策

の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、就職氷河期世代

の雇入れや正社員化等の支援に取り組むとともに、雇入れ

等に係る好事例の収集・発信を行います。

就職氷河期世代の活躍支援

人材確保対策コーナーでの支援

職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進及び
求職者支援

就職氷河期世代の活躍促進

●建設・運輸・医療・介護・保育分野など雇用吸収力の高い

分野のマッチング支援を強化するため、ハローワークの「人

材確保対策コーナー」を中心に、関係団体と連携した人材確

保支援の充実を図ります。

●ハローワークにおけるオンライン職業相談の実施、求人

者・求職者マイページの積極的な活用、SNS・ＨＰを活用した

情報発信の強化等により、求職者のニーズに応じて柔軟に

求職活動ができるようオンラインサービスの向上を図ります。

同時に、再就職に当たり課題を抱える方等については、ハ

ローワークへの来所を促し、きめ細かな支援を行います。

就職支援ナビゲーターによる求職者の状況に
応じたきめ細かな担当者制支援

●非正規雇用労働者等の早期再就職を支援するため、ハ

ローワークの就職支援ナビゲーターが、担当者制により、

今後の活動方法等について方向付け、求人の選定や個別

求人開拓等を実施します。あわせて、就職活動のプロセス

に複数又は深刻な課題を抱える方に対しては、履歴書・職

務経歴書の個別添削、模擬面接、キャリアコンサルティン

グ等体系的かつ計画的な一貫した就職支援を行います。

就職氷河期世代活躍支援 検 索

１. 人手不足分野等への円滑な労働移動の推進

「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」の推進及び
雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉
への就職支援

●「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」を推進し、潜在求

職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指

導等により、重点的なマッチングを行います。

●新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職

や、介護分野（障害福祉分野も含む）における人材確保を支

援するため、介護分野向け訓練枠を重点分野とするほか、

ハローワーク、訓練機関、茨城県福祉人材センター等と連携

した介護分野への効果的な就職支援を実施します。

２. 継続的なキャリアサポート・就職支援の推進

8 ５

●労働移動の円滑化を進めるためには、賃金上昇が重要

であることから、賃金上昇に伴う上乗せ助成等の対象となる

➀労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）、➁中途

採用等支援助成金（中途採用拡大コース）、③特定求職者

雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）につい

て、多くの事業所に活用いただくために、事業所と接触する

あらゆる機会を通じて周知に努めます。 （再掲）

賃金上昇を伴う労働移動の推進

資料出所：茨城労働局集計

医療・福祉分野の職種別有効求人倍率（常用）推移医療・福祉分野の職種別有効求人倍率（常用）推移
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３. 障害者の就労促進

雇用率達成指導の徹底及び中小企業をはじめとした
障害者の雇入れ支援等の強化

6

●令和５年４月から新たな雇用率が設定され、令和６年４月
の法定雇用率の引き上げ、令和７年４月の除外率の引き下
げが予定される中、雇用率未達成企業の増加や、除外率
設定業種において不足数が大幅に増加することが見込ま
れるため、これらの企業に対して、障害者の業務の選定等
の雇入れ支援を積極的に行い、早期対応を促進します。

●特に障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している
障害者雇用ゼロ企業に対しては、ハローワークと地域の関
係機関が連携し採用準備の段階から採用後の職場定着ま
で一貫したチーム支援等を実施し、中小企業をはじめとして、
障害者の雇入れ支援等の強化を図ります。

●ハローワークにおいては、障害者就職面接会など、企業
と障害者の出会いの場を設け、雇入れ支援を行ってまいり
ます。

もにす認定制度 検 索

●精神障害者、発達障害者、難病患者等である求職者
に対して、ハローワークに専門の担当者を配置し、多様
な障害特性に応じた就労支援を推進します。

公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の
推進

●令和６年４月に法定雇用率が引き上がることを踏まえ、公
務部門においても雇用率達成に向けた計画的な採用が行
われるよう、労働局及びハローワークから啓発・助言等を行
います。また、雇用される障害者の雇用促進・定着支援を引
き続き推進するため、障害特性に応じた個別支援、障害に
対する理解促進のための研修等を実施します。

改正障害者雇用促進法の円滑な施行

●障害者雇用促進法の改正により、障害者の職業能力の
開発等、キャリア形成支援の実施を含む適正な雇用管理に
ついて事業主の責務が明確化されたことに伴い、雇用の質
の向上に向けた事業主への周知・啓発、助言・指導を行い
ます。

●障害者雇用の促進や安定に関す

る取り組みなどの優良な中小企業を

認定する制度「もにす認定制度」に

ついて、広く周知してまいります。

４. 多様な人材の活躍促進

・ マザーズコーナーによる子育てをしながら就職を希望する方

に対する支援

・ 新規学卒者等への就職支援

・ 雇用維持及び在籍型出向等の取組の支援

・ 地方公共団体と連携した生活困窮者等に対する就労支援

・ フリーター等への就職支援

・ 高年齢者の雇用確保・就業促進機会確保対策の推進

・ 外国人雇用対策の推進

・ 各種助成金関係施策の推進

・ 雇用のセーフティネットとしての雇用保険制度の確実な遂行

・ 改正職業安定法の施行及び民間人材サービス事業者への

指導監督の徹底

精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害
特性に対応した就労支援の強化



●令和４年７月から女性活躍推進法の改正省令により常時雇
用する労働者数301人以上の事業主に新たに義務付けられた
男女の賃金の差異に係る情報公表について、報告徴収等の
実施により、着実な履行確保を図ります。

●企業の行動計画や自社の女性活躍に関する情報公表のた
め、「女性の活躍推進企業データベース」への登録を促します。

●妊娠等を理由とする解雇・雇止め等不利益取扱いの禁止
について、事業主に対し関係法令の周知を図るとともに、相談
が寄せられた場合には速やかに必要な指導を行います。

女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保

令和５年度の主要施策

支援

２．

誰もが働きやすい労働環境の整備
～雇用環境・均等部署の取組～

▲行動計画と自社の女性活躍に関する情報を公表するための特設サイト
「女性活躍推進企業データベース」

(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)

7

総合的なハラスメント対策の推進

●令和５年４月１日から1,000人超企業を対象として施行される

育児休業取得状況の公表の義務化について着実な履行確保

を図るとともに、令和４年より施行されている「産後パパ育休

（出生時育児休業）」を含め、育児・介護休業法に基づく両立支

援制度について労働者が円滑に利用できるよう周知徹底を図

ります。

●育児・介護休業法の改正内容や、「イクメンプロジェクト」にて

作成している企業の取組事例や研修資料の活用について、労

使団体等と連携して周知に取組みます。

●法の着実な履行確保を図るとともに、労働者の権利侵害や

不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合には、事業主に

対する積極的な報告徴収・是正指導等を行います。

男女とも育児休業を取得しやすい環境の整備に向
けた企業の取組支援

１． 女性活躍・男性の育児休業等の促進 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等への支援

●次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画の策
定等については、各企業の実態に即した計画の策定を支援
するとともに、労働者101人以上の義務企業に対し届出等の
徹底を図ります。

●「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」及び「不
妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定する「くるみんプ
ラス」制度」について広く周知するとともに、認定の取得に向け
た働きかけを行います。

●仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対しては、両
立支援等助成金として、「出生時両立支援コース」、「育児休
業等支援コース」、「介護離職防止支援コース」、「不妊治療両
立支援コース」など、多くの支援策を設けており、これらの活
用が図られるよう、様々な機会を捉えて周知してまいります。

●パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけ
るハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し厳正な指
導を実施すること等により法の履行確保を図るとともに、事業
主が適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、ハラスメン
トに関する情報を総合的に発信している「明るい職場応援団」
の各種ツールの活用を促します。

●職場におけるハラスメントの撲滅に向けて、12月の「ハラスメ
ント撲滅月間」を活用し、事業主等への周知啓発を実施します。

●就職活動中等の学生等に対するハラスメントについては、事
業主に対して、ハラスメント防止指針に基づく「望ましい取組」
の周知徹底を図ります。学生等に対しては、出前講座の機会
を活用して相談先等を記載したリーフレットを案内することによ
り、学生が一人で悩むことがないよう支援します。学生からの
相談等により事案を把握した場合には、事業主に対して適切
な対応を求めます。

職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の
防止措置義務の履行確保

▲ハラスメント対策に関する総合情報サイト
「あかるい職場応援団」(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)

▲行動計画と自社の両立支援に
関する情報を公表するための
特設サイト
「両立支援のひろば」

(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/)

◀労働局内の認定制度を横断的に周知してい
るリーフレット（裏面には認定を受けた企業の
一覧を掲載しています。）

「イクメンプロジェクト」 (https://ikumen-project.mhlw.go.jp/) ▲

セクシュアル
ハラスメント
11.5%

妊娠・出産等
ハラスメント
21.3%

母性健康管理
37.7%

男女雇用機会
均等推進者

29.5%

指導件数
61件

【令和４年度 指導状況（１月末時点）資料出所：茨城労働局集計】

育児休業
24.1%

看護休暇
3.4%

育児短時間勤
務等 4.3%

育児等ハラスメント
7.8%介護休業

11.2%

介護休暇
3.4%

介護短時
間勤務等
10.3%

介護等ハラスメント
6.9%

両立推進者
15.5%

雇用環境
整備等
10.3%

その他, 
2.6%

指導件数
116件

【男女雇用機会均等法】 【育児・介護休業法】
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各種労働相談に対する的確な対応と早期の紛争解決援助

●いじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントをはじめとしたあらゆる労働

相談に対し、県内８カ所の監督署及び労働局に設置している総合

労働相談コーナーにおいて、専門の相談員が労働者や事業主か

らの相談にワンストップサービスで対応します。

●紛争当事者の申出に基づき、解決の方向性を示すための助言・
指導を行い、紛争当事者間の自主的な解決を支援します。

●紛争当事者の申請に基づき、弁護士等労働問題の専門家で構

成した紛争調整委員会のあっせん委員が、公正・中立な第三者と

してあっせんによる紛争解決を図ります。なお、ハラスメントに関す

る申請については、調停を実施します。

8

労働法制の普及促進

●「アルバイトの労働条件を確かめようキャンペーン」（４月～７

月）期間を中心に、在学中のアルバイトや就職活動に役立てるた

め、大学等と連携し、労働法に関する講義を行います。

●労働条件に関する悩みの解消に役立つポータルサイト「確かめ

よう労働条件」の活用を促進するとともに、同サイトで案内してい

る高校生・大学生等に対する労働法教育に係るセミナーや、教員

等に対する労働法の教え方に関するセミナー及び指導者用資料

について周知を行います。

(件) (件)

３． 中小企業・小規模事業者への働き方改革
支援

●大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請
等中小事業者への「しわ寄せ」防止について、
11月の「しわ寄せ防止キャンペーン月間」に集
中的な周知啓発を行います。

適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更を行われることがないよう経済
団体等を通じて要請してまいります。

オール茨城での働き方改革支援

●中小企業・小規模事業者の働き方改革が円滑に進むよう、
また、地域における若者や非正規雇用労働者等の労働環境
や処遇の改善等に向けた機運が高まるよう、県内政労使の
代表者の協力を得て、「茨城働き方改革・労働環境改善協議
会」を引き続き開催します。なお、茨城県が主催する「いばらき
女性活躍・働き方応援協議会」と合同開催し、オール茨城で
働き方改革を推進します。

長時間労働につながる取引環境の見直し

●パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収等を実施
し、法の確実な履行確保を図ります。（再掲）

●働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口
において、窓口相談や個別訪問支援等を行います。（再掲）
●無期転換ルールの円滑な運用のための制度見直し等につ
いて周知・啓発を図ります。

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

いじめ・嫌がらせ, 
2,191件, 

30%

自己都合退職, 
1,018件, 

14%

労働条件引下げ, 
660件, 9%

解雇, 696件, 
10%

退職勧奨,543件, 
8%

賠償, 229件, 
3%

出向・配置転換, 
261件, 4%

雇止め, 249件, 3%

その他の労働条件, 
468件, 6%

その他, 961件, 
13%

【令和３年度 民事上の個別労働紛争に係る相談内訳
資料出所：茨城労働局集計】

※1回において複数の内容にまたがる申請が行われた場合は、複数の内容を件数に計上している。

▲「たしかめたん」
アルバイトの労働条件を確かめよう

イメージキャラクター

良質なテレワークの導入・定着促進

４． 柔軟な働き方がしやすい労働環境の整備

年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進

●年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底や、時間単位年

次有給休暇の導入促進を行うとともに、10月の「年次有給休

暇取得促進期間」や、ゴールデンウィーク、夏季、冬季等年次

有給休暇を取得しやすい時期に集中的に広報を行います。

●ウイズコロナ・ポストコロナの「新しい働き方」としてテレワー
クは有効な働き方であり、適正な労務管理下における良質な
テレワークの定着促進を図るため、「テレワークの適切な導入
及び実施の推進のためのガイドライン」等の周知を行います。
●「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」については、
対象事業主や助成対象経費が拡充されており、中小企業事
業主の活用促進のため、一層の周知を図ります。
●テレワークを導入し、働き方を見直そうとする企業等に対し、
テレワーク相談センターの紹介や、同センターで開催するセミ
ナーの周知や参加等の働きかけを行うなど、テレワークの導
入・定着のため、同センターと連携して支援を行います。

個別労働紛争相談件数
計5,838件

（内訳合計:7,276件）
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【総合労働相談件数及び個別労働紛争相談件数の推移
資料出所：茨城労働局集計】

▲大学での「出前講座」の様子



▶茨城労働総合庁舎 〒３１０－８５１１ 水戸市宮町１－８－３１

茨城労働局 電話番号 所在地 業務内容

総 務 部 総務課 ０２９－２２４－６２１１ 茨城労働総合庁舎 ４階 人事・会計・給与等の事務、情報公開・個人情報保護

労働保険徴収室 ０２９－２２４－６２１３ 茨城労働総合庁舎 ５階 労働保険の適用・保険料の徴収・年度更新手続き等の事務

雇用環境・均等室 ０２９－２７７－８２９４

０２９－２７７－８２９５

茨城労働総合庁舎 ６階 （企画・広報） 総合的な施策の企画、広報などの事務

（相談・指導)） 男女雇用機会均等の確保、仕事と家庭の両立支援、パート
タイム労働者の雇用管理改善、総合労働相談などの事務

労働基準部 監督課 ０２９－２２４－６２１４ 茨城労働総合庁舎 ６階 適正な労働条件の確保・改善、過重労働防止対策などの事務

健康安全課 ０２９－２２４－６２１５ 茨城労働総合庁舎 ６階 労働災害防止、職業性疾病の予防などの事務

賃金室 ０２９－２２４－６２１６ 茨城労働総合庁舎 ６階 最低賃金・最低工賃の決定などの事務

労災補償課 ０２９－２２４－６２１７ 茨城労働総合庁舎 ５階 労災保険給付、被災労働者の社会復帰策などの事務

職業安定部 職業安定課 ０２９－２２４－６２１８ 茨城労働総合庁舎 ７階 職業紹介、職業指導、雇用保険給付などの事務

職業対策課 ０２９－２２４－６２１９ 茨城労働総合庁舎 ７階 高年齢者・障害者・外国人に対する職業紹介、雇用管理改善の事務

訓練課 ０２９－２７７－８００１ 茨城労働総合庁舎 ７階 公的職業訓練、生活保護受給者、刑務所出所者等の就労支援に関する事務

需給調整事業室 ０２９－２２４－６２３９ 茨城労働総合庁舎 ７階 労働者派遣や職業紹介事業など労働力需給調整システムに関する事務

労働基準監督署 電話番号 所在地 管轄区域

水戸労働基準監督署 ０２９－２２６－２２３７ 〒３１０－００１５ 水戸市宮町１－８－３１ 茨城労働
総合庁舎 ３階

水戸市・常陸太田市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂
市・笠間市・茨城町・大洗町・城里町・大子町・東海村

日立労働基準監督署 ０２９４－２２－５１８７ 〒３１７－００７３ 日立市幸町２－９－４ 日立市・高萩市・北茨城市

土浦労働基準監督署 ０２９－８２１－５１２７ 〒３００－０８０５ 土浦市宍塚１８３８ 土浦労働総合
庁舎 ４階

土浦市・石岡市・つくば市・かすみがうら市・小美玉市・阿
見町

筑西労働基準監督署 ０２９６－２２－４５６４ 〒３０８－０８２５ 筑西市下中山５８１－２ 筑西市・結城市・下妻市・桜川市・八千代町

古河労働基準監督署 ０２８０－３２－３２３２ 〒３０６－００１１ 古河市東３－７－３２ 古河市・境町・五霞町

常総労働基準監督署 ０２９７－２２－０２６４ 〒３０３－００２２ 常総市水海道淵頭町３１１４－４ 常総市・守谷市・坂東市・つくばみらい市

龍ヶ崎労働基準監督署 ０２９７－６２－３３３１ 〒３０１－０００５ 龍ケ崎市川原代町四区６３３６－１ 龍ケ崎市・取手市・牛久市・稲敷市・利根町・河内町・美浦村

鹿嶋労働基準監督署 ０２９９－８３－８４６１ 〒３１４－００３１ 鹿嶋市宮中１９９５－１ 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市

公共職業安定所 電話番号 所在地 管轄区域

ハローワーク水戸 ０２９－２３１－６２２１ 〒３１０－８５０９ 水戸市水府町１５７３－１ 水戸市・ひたちなか市・那珂市・茨城町・大洗町・城里町・東海村

ハローワーク笠間 ０２９６－７２－０２５２ 〒３０９－１６１３ 笠間市石井２０２６－１ 笠間市

ハローワーク日立 ０２９４－２１－６４４１ 〒３１７－００６３ 日立市若葉町２－６－２ 日立市

ハローワーク筑西 ０２９６－２２－２１８８ 〒３０８－０８２１ 筑西市成田６２８－１ 筑西市・結城市・桜川市

ハローワーク下妻 ０２９６－４３－３７３７ 〒３０４－００６７ 下妻市下妻乙１２４－２ 下妻市・八千代町

ハローワーク土浦 ０２９－８２２－５１２４ 〒３００－０８０５ 土浦市宍塚１８３８ 土浦労働総
合庁舎 1階２階

土浦市・つくば市・かすみがうら市・阿見町

ハローワーク古河 ０２８０－３２－０４６１ 〒３０６－００１１ 古河市東３－７－２３ 古河市・境町・五霞町

ハローワーク常総 ０２９７－２２－８６０９ 〒３０３－００３４ 常総市水海道天満町４７９８ 常総市・守谷市・坂東市・つくばみらい市

ハローワーク石岡 ０２９９－２６－８１４１ 〒３１５－００３７ 石岡市東石岡５－７－４０ 石岡市・小美玉市

ハローワーク常陸大宮 ０２９５－５２－３１８５ 〒３１９－２２５５ 常陸大宮市野中町３０８３－１ 常陸太田市・常陸大宮市・大子町

ハローワーク龍ケ崎 ０２９７－６０－２７２７ 〒３０１－００４１ 龍ケ崎市若柴町１２２９－１ 龍ケ崎市・取手市・牛久市・稲敷市・利根町・河内町・美浦村

ハローワーク高萩 ０２９３－２２－２５４９ 〒３１８－００３３ 高萩市本町４－８－５ 高萩市・北茨城市

ハローワーク常陸鹿嶋 ０２９９－８３－２３１８ 〒３１４－００３１ 鹿嶋市宮中１９９５－１ 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市

茨城労働局・労働基準監督署・公共職業安定所一覧
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▶茨城労働局助成金事務センター 〒３１０－０８０１ 水戸市桜川２－５－７ МシティビルⅢ

雇用環境・均等室 助成金部門 ０２９－２４６－６３７１ 助成金事務センター１階 助成金の事務

職業対策課 助成金部門 ０２９－２９７－７２３５ 助成金事務センター２階 助成金の事務


